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平成 23 年 5 月 9 日

関西広域連合広域防災局(兵庫県住宅政策課)

住宅からの創造的復興に向けた提案

―人間サイズのまちづくりをめざして―

震災から 2ヶ月、未曾有の大災害の被災者に対し、生活の基盤となる住宅の早期・
具体的な住宅復興計画を提示することが強く求められている。

被災した地方公共団体に対し、阪神・淡路大震災での対応や教訓も踏まえ、東日本

大震災との相違点にも配慮した「住宅からの創造的復興」に向けた提案を行う。

なお、この提案は 4月 14日に公表した『復興まちづくり』への提案と連動した提
案である。

I 東日本大震災と阪神・淡路大震災との相違点

東日本大震災 阪神・淡路大震災

地 震 の 特 徴 ・プレート境界域での逆断層型の海溝型地震 ・都市直下の地震
被 害 の 特 徴 ・本震・余震での建物被害に加え、津波による

被害が甚大
・市街地や漁港、農村地域など地区単位での広

大で面的な被害
・津波を受けた区域では壊滅的な被害が発生

・横揺れと縦揺れが同時に発生し、本震での建
物被害が甚大

・中心市街地を中心とした帯状の被害
・面的に被害が発生したものの、健全な建物も

残り、まちの形状をとどめる
宅地被害の特徴 ・臨海部を中心に全体が陥没した区域あり ・亀裂や土砂崩れはあるものの面的な被害は小
住 宅 種 別 ・中心都市を除き、持家比率が高い

（仙台市を除く 3 県全体の持家：借家＝7：3）
・持家・借家＝6：4
・老朽木賃住宅や老朽マンションでの被害大

被災世帯の動向 ・現時点で、行方不明者が多く、既に被災世帯
は周辺地域にも分散

・最終的に行方不明者は少なかった

世 帯 の 特 徴 ・三世代同居世帯率大（３県平均：12.3％） ・三世代同居世帯率小（H20：5.3％）
復興住宅用地 ・被災区域内での用地確保が困難

・分譲地はなく、開発適地も少ない
・被災市街地内に大小の遊休地あり
・周辺部には大規模な未分譲地あり

II 住宅からの創造的復興に向けた提案（基本的な考え方）

１．被災世帯の早期・円滑な住宅復興に向けて、段階ごとに継続的な意向調査を実施

し、被災世帯の多様なニーズに応える住宅復興計画の策定と柔軟な見直し、さら

には住宅復興支援策の拡充に努める必要がある。

２．漁業や水産加工業、農業等の産業形態に加え、海や平地、山等の地形など、地域

特性に配慮した集落単位で、人と人とのつながりを大切にした住宅復興に留意す

る必要がある。

３．被災市街地については面的整備事業を前提とした住宅復興を基本としつつ、被災

世帯への早期・的確な住宅確保のために、被災集落単位でのきめ細かな災害復興

公営住宅の整備を行う必要がある。

� 第１段階：被災市街地周辺地域での避難施設を兼ねた災害復興公営住宅の緊急的な整備

� 第２段階：面的整備事業のスケジュールや被災世帯の意向を踏まえた災害復興公営住宅の供給

４．高齢社会に向けて、地域コミュニティや福祉・医療との連携に十分に配慮した災

害復興公営住宅等の整備計画を策定する必要がある。

５．地域主権、広域的な視点から、県が計画策定を主導し、市町村がその具体化を図

るプロセスとし、国や地方自治体、コンサルタント、建設事業者など、全国のマ

ンパワーを集結した支援体制を整える必要がある。 
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III 住宅復興のシナリオ 

面
的
整
備
事
業

応急仮設住宅の建設

区画整理事業等
第２段階の都市計画決定
きめ細かな都市計画

区画整理事業等
第1段階の都市計画決定
（大枠の都市計画決定）

 被災状況・被災世帯の把握

住宅復興計画の策定

住
宅
復
興
計
画

応急仮設住宅の建設を促進
するとともに、被災状況や被
災世帯の把握を行い、速やか
に住宅復興計画を策定する。

被災市街地周辺地域におい
て、集落単位での緊急的な災
害復興公営住宅の第1段階の
整備を行うとともに、被災世帯
の意向把握に努める。

復興完了期

建築制限

宅地造成
（非浸水区域）

宅地地盤面の嵩上げ
幹線道路等のインフラ整備

（浸水区域）

復旧期 復興初期 復興中期

残土

被災世帯の意向も踏まえ、
住宅復興計画を見直すととも
に、面的整備事業のスケジュ
ールや被災世帯のニーズを踏
まえた災害復興公営住宅の
第２段階の柔軟な整備を行
う。

災害復興公営住宅を核にした
LSAや住民等による見守り体
制を確立するとともに、併設さ
れた福祉･医療施設、地域に
開かれたコミュニティプラザの
運営を行う。

面的整備事業の推進
（区画道路、公園等の整備）

避難経路の整備

民間住宅再建（持家再建、賃貸住宅再建、補修）

災害復興公営住宅等の整備
【第１段階】

（集落単位での緊急的整備）

住宅復興の動向
被災世帯の意向把握

住宅復興計画の見直し

災害復興公営住宅等の整備
【第２段階】

ニーズを踏まえた柔軟な整備

病院、学校等の
広域避難所の確保

ＬＳＡや住民等による
見守り体制

コミュニティプラザの活用
福祉･医療施設の運営

（参考）『復興まちづくり』の提案

 

IV 住宅復興計画策定のフロー            （参考資料１・２を参照） 

早期・円滑な住宅復興の推進に向けて、速やかに住宅復興計画を策定する必

要がある。 
また、大量の行方不明者がいる東日本大震災では、住宅の被害状況のみから

正確な必要住宅戸数を推計することは困難であり、県外に移転した被災世帯を

含め、全国に呼びかけて被災世帯の状況を把握し、被災世帯の属性や意向、置

かれている経済状況等も加味して、計画を柔軟に見直す必要がある。 

(１) 被災世帯の状況把握 
時間の経過とともに、被災世帯は全国に広く分散するとともに、被災世帯の

生活再建・住宅復興に向けた意向も変化する可能性もあるため、被災世帯の居

所や意向等の情報収集を継続的に行う必要がある。 
� 被災世帯の量と所在地の把握に向けた被災世帯リストの整備と全国に向
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けた登録への呼びかけ 
� 罹災証明や各種支援策の申請履歴、意向調査等のリストへの追加 

■ 阪神・淡路大震災での対応・教訓 

� 被災世帯の全容把握ができなかったため、「避難所ヒアリング調査」や「応

急仮設住宅入居者調査」を実施し、そのデータをもとに推計 
� 県外被災者の要望を受け、登録制度を実施 

(２) 被災世帯の生活再建に必要な住宅戸数の推計 
被災世帯の生活再建に向けて必要となる最小限の住宅戸数を推計し、速やか

に住宅復興計画を策定する必要がある。 
� 避難所等での被災世帯の実態調査の実施（世帯の概要、被害の状況、住

宅再建意向、希望する住宅種別、希望地、要望、配慮すべき事項等） 
� 浸水区域図と住宅地図の照合や応急危険度判定の結果の精査による滅失

住宅戸数の推計 

■ 阪神・淡路大震災での対応・教訓 

� 全壊、全焼、半焼住宅の全てと半壊住宅の 1/3 を要再建住宅 125,000 戸

とし、既着工の公的住宅等を除き、110,000 戸を新規に必要な住宅戸数と

推計し、H7.3.9 の兵庫県議会災害対策特別委員会に「ひょうご住宅復興

３カ年計画」を報告･公表（阪神･淡路震災復興計画の策定を待って H7.8 正式決定） 
� 被害の全容が把握できず、後年度に推計の妥当性に関する検証に苦労 

(３) 災害復興公営住宅等の段階的整備 
用地不足に加え、津波による浸水区域で想定される面的整備事業や新市街地

の開発等のスケジュールを考えると、必要となる災害復興公営住宅等の総量の

整備にはかなりの時間を要することが考えられるため、災害復興公営住宅等に

ついては２段階による整備計画を行う必要がある。 
� 非浸水区域や軽微な敷地整備で建設着手が可能な用地については、用地

確保ができ次第、第１段階の集落単位での緊急的な整備計画を策定 
� 被災世帯のニーズの分析や、面的整備事業・新市街地の開発等の動向を

踏まえて、第２段階の柔軟な整備計画を策定 
� 面的整備事業（区画整理事業等）区域内で災害復興公営住宅を早期に整

備するための仕組みの検討が必要（時機を得た予算の確保が重要） 
 

■ 都市計画法第 11 条第 1項第 8号（一団地の住宅施設）の活用 

土地区画整理事業区域内では、第 1 段階の都市計画において、避難施

設となる災害復興公営住宅用地を都市計画「一団地の住宅施設」（一団地

における 50 戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設）

として位置づけ、従前地所有者の協力を得て、仮換地指定前に整備に着

手する手法などの検討が必要である。 
 

� 災害復興公営住宅の低層部に事務所や店舗を併設するため、再開発事業

等の活用についての検討が必要 



 4 

■ 阪神・淡路大震災での対応・教訓 

� 持家・借家間の移行や自力での住宅再建ができない世帯等の割合を想定 
� 高齢者や低所得者等の割合が高いとし、公的賃貸住宅を整備に重点 
� 中堅所得層以上には利子補給等の住宅復興支援策による自力再建や特定

優良賃貸住宅等の中堅所得者用の公的賃貸住宅の供給 
� 震災後、わずか 9 ヶ月の平成 7 年 10 月には、第一次の災害復興(賃貸)住

宅の一元募集を実施 

(４) 被災世帯の住宅復興課題に対応した多様な各種支援事業の創設 
早期・円滑な住宅復興に向けて、被災世帯の様々な住宅復興の課題と意向を

踏まえた柔軟に対応できる支援策が必要であり、そのためにも、被災自治体の

裁量性のある施策を可能とする基金制度の創設が必要である。 
� 基金制度等を活用した各種支援制度の早期提案・創設・拡充 

■ 阪神・淡路大震災での対応・教訓 

� 阪神・淡路大震災復興基金（9,000 億円規模）を創設し、県の各課が担当

窓口となり、市町の要請により各種支援事業を創設 
� 施策の隙間を埋めながら制度の追加・拡充に努力（当初 37 施策→47 施策に拡充） 
� 制度が多岐にわたり複雑で分かり難いとの批判を受けた 

(５) 継続的な意向調査と柔軟な計画の見直し 
時間の経過とともに、被災世帯の住宅復興に向けての意向や課題は変化する

可能性もあり、柔軟で的確な復興住宅の供給計画の見直しが必要である。 
� 継続的な意向調査とそれに基づく柔軟な住宅復興計画の見直し 

■ 阪神・淡路大震災での対応・教訓 

� 「応急仮設住宅入居者実態調査」や「災害復興（賃貸）住宅入居希望者

登録調査」を踏まえて、H8.8 に「ひょうご住宅復興 3 カ年計画」を改訂 
� 当初、民間供給は望めなかったが、その後、分譲マンションや賃貸住宅

の供給が急速に進み、被災マンションの再建者が購入に乗り換えたり、

災害復興準公営住宅への入居が進まない等のミスマッチが発生 

V 各種住宅復興支援策の提案 

震災からの復興を単なる復旧にとどめず、将来に向けた創造的な復興となる

よう留意し、防災性の向上や高齢社会への備え等の総合的な課題と個々の被災

世帯の課題に対応したきめ細やかな支援策が必要である。 

(１) 総合的施策 
住宅整備を総合的まちづくり事業としてとらえ、将来を見据えた各種の創造

的な事業展開に取り組む必要がある。 
① 防災性の向上 

� 避難路の確保や避難経路に配慮した計画的な住宅整備 
� 避難路への夜間非常照明付誘導灯などの整備 
� 浸水区域での住宅の中高層化による屋上避難施設の確保 
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② 高齢者・障害者への配慮 
� NPO や住民団体による地域見守り活動や被災世帯への支援活動の展開 
� バリアフリー化やユニバーサルデザインの標準化 
� 福祉・医療との連携体制の強化 

③ 住民参加を支える仕組み 
� 住民の交流の拠点となるコミュニティプラザ（地域に開かれた集会所）の整備 
� 住民の相談に応じるコンサルタント派遣制度の充実と活動拠点の設置 

④ 産業施策との一体化 
� 地場産業・産品・産材の活用や住宅整備を通した雇用の場の確保 
� 全国の建設関係者を挙げての住宅供給体制の確立 
� 住宅整備に伴う大量の資材を仮置きするためのストックヤード等の確保 

(２) 災害復興公営住宅等の整備方策 
大量の災害復興公営住宅等の整備を早期・円滑・効率的に進めるための組織

体制の強化や被災世帯の立場に立った募集・入居・管理の仕組みが必要である。 
① 災害復興住宅供給協議会の設置による情報の共有化・協力体制の構築 

� 国、県、市町村、ＵＲ、住宅金融支援機構、住宅供給公社等による情報

の共有化や協力体制の構築 
② 一元的な募集・入居・管理の仕組みづくり 

� 募集方法の明確化や書式の標準化、遠隔地への避難世帯に対する配慮 
� 入居世帯の選定基準やルールの明確化 
� 家賃設定や家賃低減策の検討 
� 福祉・医療との連携ルールの設定 

③ 効率的な供給体制の確立 
� 設計や部材の標準化及び建設資材の共同購入 
� 民間の技術力やノウハウの活用 
� 借上・買取制度を活用したＵＲや民間による事業代行 

(３) 民間住宅整備への支援 
被災世帯の住宅復興に向けた課題は多様であり、住宅金融支援機構とも連携

し、復興基金等を活用した自由度の高い各種支援策を用意することが重要とな

る。 
① 持家住宅への支援 

� 住宅建設・購入世帯への利子補給制度や低利融資制度 
� 高齢者等のローンを組めない世帯を対象とした補助金制度 
� ダブルローン対策（返済期間の延長とその間の利子補給） 
� 民間賃貸住宅再建への建設費補助制度や利子補給制度 
� 民間賃貸住宅入居世帯への家賃補助制度 
� 面的整備事業対象世帯の自己負担金に対する特別融資制度 
� 各種相談業務体制の確立 

② 共同住宅再建への支援 
� 被災マンション再建のための建設費補助制度や利子補給制度 
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� 住宅の共同・協調再建のための建設費補助制度や利子補給制度 
� コンサルタント派遣制度 

③ 持家補修への支援 
� 再利用が可能な住宅のための持家補修助成制度 
� 建築士会との連携による建築士派遣制度 

(４) まちづくりと連携した住宅整備 
安全・安心なまちづくりに向けて、被災地内の限られた復興住宅用地を有効

に活用し、まちづくりとの連携による住宅整備を進める必要がある。 
① 災害復興公営住宅等の避難施設化 

� 災害復興公営住宅等の屋上避難施設化 
� 避難時間を考慮した災害復興公営住宅等の計画的配置 

② 災害復興公営住宅等の地域交流活動拠点化 
� 災害復興公営住宅等へのコミュニティプラザの標準設置 
� 災害復興公営住宅等を活用した地域の見守り活動の展開 

③ 災害復興公営住宅等の福祉・医療拠点化 
� 災害復興公営住宅等への福祉・医療施設等の併設 
� シルバーハウジングの整備とＬＳＡの配備 

 

■ まちづくりと連携した災害復興公営住宅等の整備のイメージ 

 

（問い合わせ先）兵庫県住宅建築局住宅政策課 TEL 078-362-3604 

 屋上避難施設化した 

災害復興公営住宅等 

避難時間を考慮した 
災害復興公営住宅等の 

計画的配置 

福祉･医療施設の併設 

地域に開かれた 

コミュニティプラザ 

屋上避難施設化した 
水産加工所・事務所ビル等 

人工デッキの下は 
作業スペース 

人工デッキ 

防潮堤 

ＬＳＡや住民等による 
地域の見守り活動の展開 

遊水地機能を兼ねた 
バッファゾーン（公園） 

夜間非常照明付 

誘導灯を整備した 

高台への避難路 
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